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再発防止「岩手モデル」の策定について 

 

１ 策定の趣旨  ２ モデルの構成 

平成 30 年７月に発生した県立高等学校生徒自死事案

を受けて、教職員の不適切な指導及び関連する児童生徒

の自死事案の再発防止を目的として、再発防止「岩手モ

デル」を策定するもの。 

※ 御遺族の意向を踏まえ、故人（新谷翼さん）の名

前に因み、本モデルを「TSUBASA モデル」と称する

こと。 

 

本 

 

編 

第１章 再発防止「岩手モデル」策定の経緯 

 第２章 学校及び県教育委員会の対応として不適切だった点と再発

防止に向けた基本的な考え方  

 第３章 再発防止に向けた取組 

 第４章 今後の検討事項 

 資

料

編 

１ 県立学校児童生徒の重大事案に関する調査委員会（調査報告書） 

 ２ 再発防止「岩手モデル」策定委員会（検討経過等） 

 ３ 関係法令等 

 

３－１ モデル策定の経緯〔第１章〕 

平成 30 年７月 県立高校生徒自死事案発生 

平成30年10月 第三者による調査委員会設置 

令和２年７月 

調査委員会が県教委に調査報告書提出〔再発防止に向け３つの方針を提言〕 

① 悩みや苦しみを抱えた生徒が援助希求できる体制の構築 ② 生徒の主体性を育む指導体制の構築 

 ③ 提言に基づく岩手モデルの策定と発信 

令和２年 11 月 再発防止「岩手モデル」策定委員会設置（令和３年１月から６年３月まで計 12 回策定委員会を開催） 

令和６年５月 再発防止「岩手モデル」～TSUBASA モデル～ 策定 
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３－２ 学校及び県教育委員会の対応として不適切だった点と再発防止に向けた基本的な考え方〔第２章〕 

  「なぜこのような事案が起こったのか、なぜ学校や県教委は防ぐことができなかったのか」について調査・確認等を行い、不適切だっ

た点を整理し、再発防止に向けた基本的な考え方を提示 

 ＜再発防止に向けた基本的な考え方＞ 

教 職 員 ・ 管理職を含めた教職員全員に対する不適切な指導に係る正しい認識の普及徹底 

学 校 ( 管 理 職 ) 

・ 教職員による不適切な指導が疑われた際の学校における適切な初動対応の徹底 

・ 不適切な指導を行った教職員を指導に携わらせないことの徹底 

・ 学校における主体的な人事管理の確保に向けた体制づくり 

・ 校長間（異動元と異動先、前任と後任）の適切な引継ぎの徹底 

県 教 育 委 員 会 
・ 教職員による不適切な指導（疑い含む）が判明した際の学校と県教育委員会との連携体制の明確化 

・ 教職員に係る情報管理や人事管理に係る体制の確保 

 

３－３ 再発防止に向けた取組〔第３章〕 

 ①不適切な指導の禁止 ②不適切な指導の根絶に向けた取組 ③不適切な指導の情報を把握した際の対応 ④人事管理 

 ⑤部活動についての具体的取組 ⑥進路指導・キャリア教育についての具体的な取組 ⑦援助希求についての具体的な取組 

 ⑧研修一覧 ⑨相談機能の充実 ⑩モデルのモニタリング及びアップデート 

 ＜取組の一例＞ ※主な取組は４頁に掲載 

教 職 員 
・ モデルが掲げる具体的な取組を理解したうえで児童生徒を指導する旨の宣言書を提出 

・ 部活動指導に係る教職員一人ひとりの意識改革を徹底するため、部活動に関わる教職員全員が研修を受講 

管 理 職 

・ 学校経営計画の重点目標に不適切な指導根絶に係る目標・取組方針を策定 

・ 不適切な指導に係る情報があった場合、内容を正確に記録し、過小な評価をせず事実確認に取り組む。 

・ 児童生徒や保護者等から教職員による不適切な指導の申し出があった場合、申し出の内容が明らかに不自然

でない限り当該教職員等を直ちに部活動指導から外す。 

県 教 育 委 員 会 

・ 不適切な指導に対応する服務管理監を新設し岩手モデルを推進 

・ 各校の所属教職員の情報について、校長、服務管理監、教職員課で情報共有を徹底 

・ 一人一台端末を利用した「こころの相談室」を設置 
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３－４ 今後の検討事項〔第４章〕 

授業や部活動など校内の常時録音・録画 

 

４ 今後の課題 

・ 各種研修の機会等を通じた教職員へのモデルの周知と不適切な指導に係る正しい認識の徹底 

・ 教職員による不適切な指導等への迅速な対応 

・ モデルの不断の見直し（推進状況や事案への対応状況等について「自己点検」と「外部専門家によるモニタリング」の実施） 
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